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2021年4月1日

［１］ 保険診療のしくみ



保険診療の仕組み（ 療 養 の 給 付 ・ 費 用 の 負 担 の 流 れ ）
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概要： 患者は、保険医療機関を受診した際に一部負担金を支払い、保険医療機関は審査支払機関、具体的には支払基

金や国保連などの、行政ではない、第三者機関に診療報酬の請求をして、支払いが行われる。
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診療報酬が支払われる条件

① 保険医が

② 保険医療機関において

③ 健康保険法・歯科医師法・医療法・医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の各種関係法
令の規定を遵守し

④『保険医療機関及び保険医療養担当規則』（療担規則）の規
定を遵守し

⑤ 歯科医学的に妥当適切な診療を行い

⑥ 歯科診療報酬点数表に定められたとおりに請求を行っている

※ 別冊「補足説明資料」の６頁から１７頁に療担規則の全文を掲載
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保険診療に関する主な法令等

法 律 ： 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律 等

政 令 ： 健康保険法施行令、国民健康保険法施行令 等

厚生労働省令 ： 保険医療機関及び保険医療養担当規則（療担規則）

健康保険法施行規則、国民健康保険法施行規則 等

告 示 ： 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく診療報酬の算定方法

別表第１ 医科診療報酬点数表

別表第２ 歯科診療報酬点数表

別表第３ 調剤報酬点数表

基本診療料の施設基準等、特掲診療料の施設基準等

通 知 ： 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

基本診療料の施設基準等、特掲診療料の施設基準等

診療報酬請求書等の記載要領等について
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健康保険法

大正１１年４月２２日（法律第７０号）
（最終改正：平成３０年７月２５日）

○目的（第１条）
・業務外の事由による疾病、負傷等に関して保険給付を行い、
国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

○基本的理念（第２条）
・健康保険制度については、医療保険の運営の効率化、給付の
内容及び費用負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向
上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

その他、医療保険各法により、医療保険制度を構成
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歯科医師法

・ 無診察治療等の禁止 （第２０条）

・ 診療録記載及び保存義務 （第２３条）

（罰則） ５０万円以下の罰金

・ 診療義務（応招義務）及び診断書等交付義務 （第１９条）

・ 療養方法等保健指導義務 （第２２条）
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保 険 医

➢ 保険医療機関において健康保険の診療に従事する
歯科医師は保険医でなければならない。
（健康保険法第６４条）

➢ 保険医の登録
歯科医師の申請に基づき厚生労働大臣が登録。
（健康保険法第７１条）

➢ 保険医の責務
『療担規則』で定めるところにより、健康保険の診療に当
たらなければならない。（健康保険法第７２条）
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保険診療の仕組み

歯科医師と保険医

歯科医師

歯科医師法で規定される、歯科医業を行える唯一の資格
（歯科医師法第１７条）

保険医

健康保険法等で規定される、
保険診療を実施できる歯科医師

（健康保険法第６４条）
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保険医登録申請書

自らの意思で
申請したもの
です

11



保険医登録票

北海道から他の
都府県に異動した
場合や氏名変更を
した場合は、
書き換えの申請が
必要です

12



保険診療の仕組み

病院、診療所と保険医療機関

病院、診療所

医療法で規定される

保険医療機関

健康保険法等で規定される、
保険診療を実施できる医療機関
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病院、診療所と保険医療機関

自らの意思で
申請したもの
です

保険医療機関・薬局指定申請書
（２枚目）

保険医療機関・薬局指定申請書
（１枚目）
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保険診療の仕組み

健康保険法 保険医療機関

病院または診療所の開設者の申請により厚生労働大臣が指定する。（健康保険法第
65条）

保険医療機関の指定

保険医療機関の責務

療養の給付に関する費用

保険医療機関は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医に、第72条第1項
の厚生労働省令*で定めるところにより、診療に当たらせるほか、厚生労働省令*で定
めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。（健康保険法第70条）

＊保険医療機関及び保険医療養担当規則（療担規則）

療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところ＊＊により、算定する
ものとする。（健康保険法法第76条） ＊＊算定告示

保険医又は保険薬剤師の責務

保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険
薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなけ
ればならない。 （健康保険法法第72条）
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保険診療の仕組み

保険医療制度の特徴

国民皆保険制度

現物給付

フリーアクセス

すべての国民が、何らかの公的医療保険に加入している。

医療行為（現物）が先に行われ、費用は保険者から医療機関へ

事後に支払われる。

自らの意思により、自由に医療機関を選ぶことができる。
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保険診療とは

➢ 健康保険法等の医療保険各法に基づく、保険者と
保険医療機関との間の公法上の契約である。

➢ 保険医療機関の指定や保険医の登録は、医療保険
各法で規定されている保険診療のルールを遵守す
ることが前提となっている。

療担規則 診療報酬点数表
健康保険法等の関係法令 など
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療担規則

正式名：『保険医療機関及び保険医療養担当規則』
（法に基づき厚生労働大臣が定めた規則）

➢ 第１章 保険医療機関の療養担当
療養の給付の担当範囲、担当方針 等
（第１条～第１１条の３）

➢ 第２章 保険医の診療方針等
診療の一般的・具体的方針、診療録の記載 等
（第１２条～第２３条の２）

※ 別冊「補足説明資料」の６頁から１７頁に療担規則の全文を掲載
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保険診療取扱の実務留意事項

➢受給資格の確認 （ 別冊「補足説明資料」の１８頁を参照）

保険診療を行うときは、必ず被保険者証で患者の医療保険資格を確認する
被保険者証を提出する行為は、患者が保険診療を求めたと解釈される

➢受給資格の確認に当たっての注意（ 別冊「補足説明資料」の１８頁を参照）

被保険者証の記号・番号・有効期限・保険者番号・保険者名等を正しく診療録に
転記する

※ 被保険者証をコピーして保存することはプライバシー等の問題
からも行わないこと

➢傷病の原因確認 （ 別冊「補足説明資料」の１９頁を参照）

業務上の傷病が疑われる場合はその原因等を聴取して診療録の所定欄に記載する

交通事故等による「第三者」の行為による傷病の場合は、被保険者が保険者に対し

所定の届出を行うこととされているので、レセプトにも「第三」の表示をする
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領収証等の交付①

➢ 保険医療機関は、患者から費用の支払を受けるときは、正当な
理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を
無償で交付しなければならない。（療担規則第５条の２）
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➢ 領収証を交付するときは、正当な
理由がない限り、当該費用の計算の
基礎となった項目ごとに記載した
明細書を交付しなければならない。

➢ 前項に規定する明細書の交付は、
正当な理由がある場合を除き、
無償で行わなければならない。

（第５条の２、第５条の２の２）

⇒原則、公費負担等自己負担の無い場合も交付が必要

領収証等の交付②
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一部負担金の受領

一部負担金の減免はできません！

➢ 保険診療において、一部負担金は
必ず全ての患者から徴収しなければなりません。

（ 注 意！）

※当該保険医療機関の開設者、管理者及び親族又は職員について
も必ず所定の一部負担金を徴収しなければ、
健康保険法違反となります。（法第７４条）
→ 減免等の措置を取ってはならない

※ 別冊「補足説明資料」の２０頁から２１頁を参照
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

➢ 医薬品の品質、有効性、安全性等について「医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の承認を受けな
ければ、医薬品の製造・販売は行えない。（第１４条）

承認された医薬品の用法・用量、効能・効果、医療機器等の
使用目的等を遵守することが、有効性・安全性の前提となって
いる。

（参考）（療担規則第１９条）
１ 保険診療では厚生労働大臣の定める医薬品以外は用いてはなら
ない。

２ 保険診療では厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を
歯冠修復及び欠損補綴において使用してはならない。
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2021年4月1日

［２］ 保険診療の禁止事項



保険診療の禁止事項（概略）

① 無診察治療の禁止

② 特殊療法等の禁止・混合診療の禁止

③ 健康診断の禁止

④ 濃厚（過剰）診療の禁止

⑤ 特定の保険薬局への患者誘導の禁止

⑥ ポイント等付与の禁止

⑦ バックマージン・キックバックの禁止
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① 無診察治療の禁止

➢ 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書

若しくは処方せんを交付してはならない。

（歯科医師法第２０条）

→ 保険診療としても当然認められない

➢ 初診時はもちろんのこと、再診時においても同様であ

る。
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②-1 特殊療法・研究的検査の禁止

➢ 特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労
働大臣の定めるもののほか行ってはならない。

（療担規則第１８条）

例外 ･ ･ ･厚生労働大臣が定める先進医療
（高度医療を含む）

➢ 各種の検査は、研究の目的をもって行ってはならな
い。

（療担規則第２１条）

例外 ･ ･ ･手続きを踏んだ治験
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② -2 混合診療の禁止

➢ 保険医療機関が、保険診療として認められていない
特殊な療法（処置、手術、検査、薬剤、歯科材料等）
の費用を保険診療適用分の一部負担金と一括して患者
より徴収することは、いわゆる「混合診療」に該当し、
保険診療上認められない。

（療担規則第５条、１８条、１９条）

➢ 保険診療における一連の治療において、保険診療と
自由診療を混在させてはならない。

例外： 保険給付外の材料等による歯冠修復及び欠損補綴に
おける保険給付外治療の取扱い

ただし、当該治療を患者が希望した場合に限る
（ 別冊「補足説明資料」の２１頁を参照）
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③ 健康診断の禁止

➢ 保険医の診療は、一般に歯科医師として診療の必要
があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診
断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行
われなければならない。

（療担規則第１２条）

➢ 健康診断は、療養の給付の対象として行ってはなら
ない。

（療担規則第２１条）
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④ 濃厚（過剰）診療の禁止

➢ 各種の検査、投薬、手術、歯冠修復、欠損補綴、リ
ハビリテーション、訪問診療は、診療上必要があると
認められる場合に行う。

➢ 処置は、必要の程度において行う。

➢ 入院の指示は、療養上必要があると認められる場合
に行う。

（療担規則第２１条）
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⑤ 特定の保険薬局への誘導の禁止

➢ 処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局に
おいて調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはならない。

➢ 処方箋の交付に関し、患者に対して
特定の保険薬局において調剤を受ける
べき旨の指示等を行うことの対償とし
て、保険薬局から金品その他の財産上
の利益を収受してはならない。
（療担規則第２条の５、第１９条の３）
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⑥ ポイント等付与の禁止

（経済上の利益の提供による誘引の禁止）
患者に対して、受領する費用の額に応じて当該保

険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の
値引きをしてはならない。
その他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそ

れのある経済上の利益の提供により、当該患者が自
己の保険医療機関において診療を受けるように誘引
してはならない。

（療担規則第２条の４の２）
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⑦ バックマージン・キックバックの禁止

➢（経済上の利益の提供による誘引の禁止）

事業者又は従業員に対して、患者を紹介する対価として 金品を提供すること等に
より、患者が自己の保険医療機関 において診療を受けるように誘引してはならない。

※ いわゆる 「患者紹介業者」 や 「施設職員」 、「病院職員」などへの
「金品」 の 提供 は 禁止！

（療担規則第２条の４の２）

保険医療機関が、事業者等と患
者紹介に関する契約書を取り交わ
す等して、紹介料として診療報酬
の中から一定の金額を支払う。

事業者等から、同一建物の居
住者を独占的に紹介してもらい、
患者の状態等にかかわらず、一
律に訪問診療を行う。

例

＋

禁止

契約書
一律に訪問診療
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2021年4月1日

［３］ 指導と監査とは



指導・監査等について

指導について

保険医療機関・保険薬局

保険医・保険薬剤師

・ 健康保険法

・ 船員保険法

・ 国民健康保険法

・ 高齢者の医療の確保に関する法律

「指導大綱」の規定に基づき実施

平成７年１２月保険局長通知

最終改正平成20年９月

中央社会保険医療協議会（中医協）において、

診療側・支払側等による議論を経て決定

対象根拠法令
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指導・監査等について

指導について

「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する

事項について周知徹底させること」（指導大綱）

保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、

保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調

剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければ

ならない。

目的

健康保険法第73条（厚生労働大臣の指導）

※ 船員保険法第５９条、国民健康保険法第４１条、
高齢者の医療の確保に関する法律第６６条につい
ても同様の内容記載あり。

「集団指導」「集団的個別指導」「個別指導」

指導形態

要監査 ＞ 再指導 ＞ 経過観察 ＞ 概ね妥当

指導後の措置
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指導・監査等について

指導

集団指導

集団的個別指導

個別指導

都道府県個別指導

共同指導

特定共同指導

地方厚生（支）局及び都道府県が共同で、指導対象となる保険医療

機関等又は保険医等を一定の場所に集めて講習等の方式により行う。

（厚生労働省が主体となって行う集団指導もある。)

地方厚生（支）局及び都道府県が共同で、指導対象となる保険医療

機関等又は保険医等を一定の場所に集めて個別に簡便な面接懇談方

式により行う。

地方厚生（支）局及び都道府県が、指導対象となる保険医療機関等

を一定の場所に集めて又は当該保険医療機関等において個別に面談

方式により行う。

（共同指導・特定共同指導（臨床研修病院、大学附属病院及び特定

機能病院に限る）は厚生労働省が主体となって実施する。）

保険医療機関及び保険医に対する指導の形態
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指導・監査等について

集団的個別指導

指導対象となる保険医療機関等とは

保険医療機関等に対する指導等については、健康保険法第73条の規定に基づき実施されてい

るが、その詳細については、指導大綱、指導大綱関係実施要領等に定められている。

レセプトの１件当たりの平均点数が高い保険医療機関等を一定の場所に集めて講義形式等で行

う指導である。

レセプト１件当たりの平均点数が都道府県の平均点数の一定割合を超えるもの
・歯科の場合は1.2倍
かつ
・前年度及び前々年度に集団的個別指導又は個別指導を受けた保険医療機関等を除き、
保険医療機関等の総数の上位より概ね８％の範囲のものが対象となる。

集団的個別指導とは①
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指導・監査等について

算出に使用するレセプトの種類

レセプト１件当たりの平均点数の算出方法

社会保険診療報酬支払基金及び都道府県国民健康保険団体連合会で管理されている

保険医療機関等ごとのデータを使用する。

社会保険、国民健康保険の一般分及び後期高齢者分を使用する。

保険医療機関等のレセプトの総点数をレセプトの総件数で除することにより、算出
する。

集団的個別指導とは②

使用する基礎データ
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指導・監査等について

指導対象：

➢ 診療報酬請求等に関する情報提供があった保険医療機関

➢ 個別指導を実施したが改善が見られない保険医療機関

➢ 集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち、翌年度の実績においても、なお

高点数保険医療機関等に該当（※）する保険医療機関 等

指導方法：

保険医療機関等を一定の場所に集める等して個別に面接懇談方式により行う。

また、個別指導の実施件数については、医科、歯科及び薬局ごとの類型区分ごとに

全保険医療機関等の４％程度を実施することとしている。

個別指導とは

※ 高点数保険医療機関等に該当する保険医療機関等とは、翌年度の実績において、集団的個別指導を受けたグ
ループ内の保険医療機関等の数の上位より概ね半数以上である保険医療機関等を指す。

※ 令和５年度も、高点数保険医療機関等に該当する場合による個別指導は実施しない。
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指導・監査等について

監査とは

⚫ 根拠

健康保険法第78条（保険医療機関又は保険薬局の報告等）

厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、(略)出頭を求め、又は当該

職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しく

は診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

※ 船員保険法第59条、国民健康保険法第45条の２、高齢者の医療の確保に関する法律第72条についても同様

⚫ 目的

「保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場

合等において、的確に事実関係を把握し、公正かつ適切な措置を採ること」（監査要綱）

⚫ 監査後の措置･･保険医療機関 / 保険医

指定取消 / 登録取消 ＞ 戒告 ＞ 注意

監査とは
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指導・監査等について

不正請求とは

⚫ 架空請求

診療の事実がない架空の診療を実施したとして請求すること。

⚫ 付増請求

実際に行った診療に行っていない診療を付増して請求すること。

⚫ 振替請求

実際に行った診療を保険点数の高い別の診療に振替えて請求すること。

⚫ 二重請求

自費診療で行って患者から費用を受領しているにもかかわらず、保険でも診療報

酬を請求すること。

不正請求とは
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指導・監査等について

不当請求とは

算定要件を満たさない等、診療報酬請求の妥当性を欠くもの

例

1. 歯科疾患管理料

患者に説明した内容の要点、歯科疾患の継続的管理を行う上で必要となる情報を

診療録に記載していない。

2. 画像診断料

歯科エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、写真診断に係る

必要な所見を診療録に記載していない。

3. 補綴時診断料

欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計を診療録に記載していない。

不当請求とは

43



指導・監査等について

健康保険法上の処分基準

⚫ 監査要綱

保険医登録・保険医療機関指定取消処分の基準

• 故意に不正又は不当な診療（診療報酬の請求）を行ったもの。

• 重大な過失により、不正又は不当な診療（診療報酬の請求）をしばしば

行ったもの。

処分の基準

故意でなくとも、重大な過失が認められれば、健康保険法上の処分の対象となりうる。

44



指導・監査等について

行政上の措置

経済上の措置

• 保険医療機関・保険医

✓ 指定・登録の取消（取消処分）

✓ 戒告

✓ 注意

• 取消処分となった場合原則として、５年間は再指定・再登録を行わない。

診療内容または診療報酬の請求に関し不正、不当の事実が認められた場合、

原則として５年間分を返還する。

40％の加算金が加えられることもある。

（健康保険法第58条）

監査後の処置
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指導・監査等について（医療関係職種の身分法上の処分等）

➢医道審議会を経て処分
診療報酬の不正請求の事実が認められた場合及び監査拒否の場合
・ 医師、歯科医師、薬剤師は、健康保険法上での処分のほか、医師法、歯
科医師法、薬剤師法上の処分（歯科医業停止等）を受ける場合がある。

そのほかにも

不正・不当に請求したものは、全額保険者へ返還する。返還意思が確認

できない 場合は、５年後、再指定等 を行わない場合もある。

経済的制裁

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師の指定取消、登録取消、指

定取消相当、登録取消相当について、報道発表するとともに北海道厚生局
ホームページで公表。

社会的制裁（不正事実の公表）
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指導・監査等について（医療関係職種の身分法上の処分等）

➢ 医道審議会を経て処分

診療報酬の不正請求の事実が認められた場合及び監査拒否の場合
・ 医師、歯科医師、薬剤師は、健康保険法上での処分のほか、

医師法、歯科医師法、薬剤師法上の処分（歯科医業停止等）
を受ける場合がある。
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指導・監査等について

監査事例 ①

保険診療とならない16km圏外の患家への訪問診療を保険請求するため、16km圏内に医療機関
を開設し、当該クリニックが行ったものとして不正に請求していた。

事案の概要

訪問診療に係る不正請求という週刊誌報道があった。

端緒

保険医療機関 指定取消

保険医 13名 戒告

措置

別の保険医療機関から訪問診療を実施していたにもかかわらず、本件クリニックから訪問診療を
実施したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。

主な事故内容

不正請求： 33件 245万3千円

不正請求額
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指導・監査等について

監査事例 ②

診療を行った歯科医師が診療内容をメモに残して、診療を行っていない他の歯科医師が診療録、レセプトを作
成していた結果、実際には行った保険診療に、行っていない保険診療を付け増して診療報酬を不正に請求して
いた。

事案の概要

患者から、医療費通知に記載されているような高額な治療は受けていない旨の情報提供があった。

端緒

保険医療機関 指定取消

保険医 1名 登録取消（歯科医業停止３月） 1名 戒告

措置

管理者である歯科医師が診療を行った際に診療内容をメモし、実際には診療を行っていない開設者である歯科
医師が診療録、レセプトを代行作成していた。メモには実際に行われた診療内容が記載されていた。

代行作成させた診療録について記載内容を確認しなかった結果、実際には行っていない、有床義歯新製、歯周
外科手術、歯冠修復等を不正に請求していた（付増請求） 。

主な事故内容

不正請求： 71件 104万3千円

不正請求額
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指導・監査等について

監査事例 ③

心肺停止状態で救急搬送され入院していた患者を診療したとして５ヶ月に渡り、実際には行っていない保険診
療を行っていたものとして診療報酬を不正に請求していた。

事案の概要

患者から医療費通知について、他院に入院中で通院していないにもかかわらず、通院したことになっていると
情報提供があった。

端緒

保険医療機関 指定取消相当（医療機関廃止済みのため）

保険医 1名 登録取消（歯科医業停止３月）

他院に入院中で通院ができない状態の患者を診療したとして、歯科再診料、歯科疾患管理料、歯科衛生実地指
導料、歯周精密検査、機械的歯面清掃加算、う蝕歯即時充填形成等を不正に請求していた（架空請求）。

他の患者において、実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求して
いた。（付増請求）

主な事故内容

不正請求： 56件 100万8千円

不正請求額

措置
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指導・監査等について

監査事例 ④

鋳造用コバルトクロム合金で作成された鋳造鈎及びバーを、保険点数の高い金銀パラジウム合金で作成したと
して、診療報酬を不正に請求していた。

事案の概要

「二重カルテを作成している、欠損歯を治療したようにして請求している」等の情報提供があった。

端緒

保険医療機関 指定取消

保険医 1名 登録取消（歯科医業停止３月）

実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。（振替請
求）

有床義歯を熱可塑性樹脂有床義歯として請求、鋳造用コバルトクロム合金を使用した鋳造鉤及びバーを金銀パ
ラジウム合金（金12%以上）として請求 等

主な事故内容

不正請求： 102件 80万７千円

不正請求額

措置
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指導・監査等について

監査事例 ⑤

診療報酬を不正に請求した疑い。監査実施通知を６回及び監査欠席通知を３回通知したが監査を拒否し、出頭
意思がないものと判断して監査を終了した。

事案の概要

患者や匿名の者から、インプラント治療、メタルボンド等の保険外診療を受けたにもかかわらず、保険請求分
として一部負担金を請求された等の情報提供があった。

端緒

保険医療機関 指定取消

保険医 1名 登録取消

実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた疑い。(架空請求の疑い)

実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた疑い。(付増請
求の疑い) 等

度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

主な事故内容

不正請求： 171件 159万１千円 （疑い）

不正請求額

措置
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指導・監査等について

監査を受けた

保険医療機関・保険医等 51施設、104人

登録・指定の取消（取消相当含む）を受けた

保険医療機関・保険医等 26施設、16人

指導、適時調査、監査により返還を求めた金額は 約４８億円

（厚生労働省発表 医科・歯科・調剤を含む）

令和３年度の指導、監査等実施状況
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指導・監査等について

個別指導における主な指摘事項

厚生労働省ホームページで、「保険診療（保険調剤）確認事項リスト」を公開しています。

【保険診療（保険調剤）確認事項リストの目的】

○ 保険診療（保険調剤）確認事項リストは、 診療報酬の請求に際して誤りがおきやすく、また、個別指導に

おいて指摘する機会が比較的多い事項を集めたものであり、保険診療の質的向上及び適正化を図るためのも

のです。

確認事項リスト（厚生労働省）

北海道厚生局ホームページで、個別指導における主な指摘事項を公開しています。

〇 管内で実施した個別指導において、指摘する機会が比較的多い事項について集めたものです。

主な指摘事項（北海道厚生局）

※ 算定要件や施設基準の確認は、厚生労働省のホームページ「診療報酬改定について」に掲載されている
最新の省令、告示（それらに関連する通知、事務連絡を含む。）によって行ってください。
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2021年4月1日

［４］ 診療録について



診療録（１）

➢歯科医師法第２３条（診療録の記載及び保存）

１ 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する

事項を診療録に記載しなければならない

２ 勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院

又は診療所の管理者において、その他の診療に関するも

のは、その歯科医師において、５年間これを保存しなけ

ればならない
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診療録（２）

➢診療録は診療報酬請求の根拠である。

➢事実に基づいて必要事項を十分に記載していなければ、
不正・不当請求の疑いを招く
・記載は実態どおりに行い、虚偽の記載は絶対行わない

・記載はペン等で行い、鉛筆による記載は行わない
・記載事項の訂正は、訂正日時・訂正内容・訂正者がわかるように行う
・同一の患者を複数の歯科医師が担当した場合には、責任の所在を明確
にするため、署名又は記名押印を必ず行う

・診療録の記載内容の信憑性に疑義が生じることは決して行わない
・ＯＡ機器による診療録の作成に当たっては、関連通知に従い、情報の
管理体制に十分留意する

（ 別冊「補足説明資料」の25頁から28頁を参照）
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レセコン等ＯＡ機器により診療録を作成する場合における注意事項

➢ レセコン（レセプトコンピュータ）は、いわゆる電子カルテに求められている３条
件の中でも真正性が確保されていない。

➢ 診療記録の訂正にあたっては、訂正した者、内容、日時等が分かるように行わなけ
ればならないとされている。

➢ 医療情報の電子化においては「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
第5.２版」に準拠すること。 ※ 別冊「補足説明資料」25頁（一部抜粋）

見読性の確保

電子カルテに求められる要件

真正性の確保

保存性の確保

必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で

使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにすること。

電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実

の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の

所在を明らかにしていること。

電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実

の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の

所在を明らかにしていること。
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レセコン等ＯＡ機器により診療録を作成する場合における注意事項②

➢ レセコンにより診療録を作成し訂正を行う必要が
生じた場合は、プリントアウトされ署名又は記名押
印されている診療録を手書きで訂正する。

✓ レセコンにすでに入力された内容を訂正入力した
上で再度プリントアウトして診療録を差し替えるも
のではありません。

※ 別冊「補足説明資料」25頁（一部抜粋）
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診療録（３）

➢ 療担規則第２２条（診療録の記載）
保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第１号又はこれに

準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。
➢ 療担規則第２３条の２（適正な費用の請求の確保）

保険医は、その行った診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が
行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければなら
ない。

➢ 療担規則第８条（診療録の記載及び整備）
保険医療機関は、第２２条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し

必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。
➢ 療担規則第９条（帳簿等の保存）

保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をそ
の完結の日から３年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっ
ては、その完結の日から５年間とする。

※ 別冊「補足説明資料」の23頁から2８頁を参照
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傷病名

①歯科医学的に妥当適切な傷病名（確定診断名）を歯科医師自ら

決定する

②実態のない「いわゆるレセプト病名」は認められない

③必要に応じて慢性・急性の区別、部位・左右の区別をする

④診療開始・終了年月日・転帰を記載する

⑤治療が必要な傷病名は初診時に全て記載するよう努める

⑥疑い病名は早期に確定病名または中止とする

⑦急性病名が長期間続くことは不自然
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特定共同指導・共同指導における診療録等に係る主な指摘事項

① 診療録第1面の歯式、終了、転帰、傷病名の記載不備

② 診療録第2面の症状、所見、処置内容、治療方針等の記載不備

③ 診療録の不適切な記載

・ 診療行為の手順と異なる記載

・ 行間を空けた記載
・ 欄外への記載
・ 療法・処置記載欄への一行複数段の記載
・ 現在使用されていない略称の使用
・ ぬりつぶし・修正液・修正テープによる訂正
・ 同一行への複数項目に係る内容の記載
・ 判読困難な記載
・ 鉛筆による記載

④歯科技工指示書への設計、使用材料、歯科技工所の所在地等の
記載不備

⑤ 歯科衛生士の業務記録の不備
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①手書きの悪い例（北海道厚生局作成）
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②手書きの悪い例（北海道厚生局作成）

月 締 め 日締め
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医療裁判における診療録の問題点

➢不存在
➢偽造、変造、虚偽記載 ⇒ 改竄
➢記載内容の食い違い
➢不十分な記載
➢不明確な意味内容
➢訴訟における主張との食い違い

畔柳達雄，高瀬浩造，前田順司，編
「わかりやすい医療裁判処方箋－医師･看護師必読の書－」
第1版，判例タイムズ社，東京，2004．を改変引用
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概要： 保険診療において、保険医療機関及び保険医として最低限遵守すべき事項として、保険医療機関及び保険医
療養担当規則が定められており、この規則の中に、診療録の記載義務及び保存義務等が明記されている。

診療録の重要性

1. 「診療情報の提供等に関する指針」等 2.医師及び歯科医師に対する行政処分の考
え方について

3.医療過誤訴訟においての診療録

診療記録の正確性の確保が規定されており、診療記録
の字句等を不当に変える改竄は行ってはならないこと
が明記されている。

一般的には、診療録は信用性が高いものとされ、おおむ
ねその記載に従って事実認定がされていることから、診療
録に適正な診療がなされたことが実態どおりに的確に記載
されていれば、医師、歯科医師にとって有利な証拠となる
が、反対に、診療録に的確に記載されていなければ、適正
な診療がなされなかったと認定されることもありうるため、
訴えを起こした患者にとって有利な証拠となるという、
まったく逆の効果がありうる。

医師・歯科医師に求められる職業倫理に反する行為に
ついての基本的考え方として、「まず、医療提供上中心
的な立場を担うべきことを期待される医師、歯科医師が、
その業務を行うに当たって当然に負うべき業務を果たし
ていないことに起因する行為については、国民の医療に
対する信用を失墜するものであり、厳正な対処が求めら
れる。」とし、「その義務には、応招義務や診療録に真
実を記載する義務など、医師、歯科医師の職業倫理とし
て遵守することが当然に求められている義務を含む。」
と明記されている。

医師、歯科医師による診療録の記載内容の充実は、単に
適正な診療報酬請求のためだけに必要なのではなく、患者
への適切な診療のためにも、記載者たる医師、歯科医師の
ためにも非常に重要である。

※ 別冊「補足説明資料」の23頁から24頁を参照
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歯科診療録第１面正しい記載方法

診療開始、
終了年月日
を記載する

患者と診療契約を結んだ
確定診断名を記載する

歯式（初診時の
口腔内所見等）
を記載する

主訴及び参考となる
事項を記載する

傷病のある部位を
それぞれ記載する

※同一傷病名のものについては、
同一欄に一括して記載しても
差し支えない

「職務」上・外
いずれかを○で
囲むこと

「転帰」欄には
診療行為の終了
原因の治ゆ・死
亡・中止を記載
する

※主訴の記載は患者自身の言葉で行う

※略称病名ではなく、正式な診断名
（進行度等を含む）を記載する
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歯科診療録第２面正しい記載方法

症状・所見・処置内容
指導内容・検査結果
治療方針等の記載

療養の給付等を行った項
目ごとに算定した点数を
記載する

医療機関において徴収した負
担金の額を記載する

受診者に対し療養の給付等を
行った月日を記載する

療法及び処置を行った部位を
記載する

「療法・処置」欄
受診者に対し療養の給
付等を行った月日ごと
に療法及び処置につい
て診療行為の手順どお
りに記載する

使用金属名
使用歯科材料名
使用薬剤名等の記載

窩洞部位、有床義歯
の設計等を記載する

歯周病検査、補綴関連検査
等の検査結果は必ず記載又
は添付する

歯科衛生実地指導
を指示した場合は、
指示内容等の要点
を記載する

点数及び一部負担金額に
ついて、必ず、日締め・
月締めを記載する
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2021年4月1日

診療報酬の算定方法の一部を改正する件
別表第２ 歯科診療報酬点数表

（令和４年３月４日 厚生労働省告示第54号）

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
別添２ 歯科診療報酬点数表に関する事項

（令和４年３月４日 保医発０３０４第１号）

［５］ 正しい歯科点数表の解釈

令和4年4月版



歯科点数表の解釈

I 000-2 咬合調整
１ １歯以上10歯未満 40点
２ 10歯以上 60点

(１) 次に掲げる場合に算定する。
イ 一次性咬合性外傷の場合
ロ 二次性咬合性外傷の場合
ハ 歯冠形態修正の場合
ニ レスト製作の場合
ホ 第 13 部歯科矯正に伴うディスキングの場合

(２) (１)の「イ一次性咬合性外傷の場合」とは、一次
性咬合性外傷を有する場合であって、過度の咬合
圧を受ける天然歯若しくは金属歯冠修復物等（他
院で製作されたものに限る。）の過高部を削合し
た場合又は歯ぎしりの際の咬合干渉を削合した場
合をいう。

(３) イについては、「１１歯以上10 歯未満」又は
「２ 10 歯以上」のうち、いずれかを１回算定す
る。ただし、前回算定した日から起算して６月以
内は算定できない。

（咬合調整）

告示 通知
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告示と通知

[告示]
省令の一部。点数表、施設基準、薬価基準、材料価格基準等がある。
・診療報酬の算定方法の一部を改正する件

（令和４年３月４日厚生労働省告示第５４号）

[通知]
告示の内容について、実務上の詳細な取扱いや補足的事項を示す。
（算定要件など）
・診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

（令和４年3月４日保医発0304第１号）

[事務連絡（通知）]
疑義解釈等、補足的内容についての連絡事項。
・疑義解釈資料の送付について（事務連絡）
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算定要件とは . . .

➢ 算定要件は、点数算定の際の条件である。

➢ 診療報酬の請求は、診療録を根拠として、「告示」に記載さ
れている点数の通り請求する。

➢ 請求にあたり、算定要件が設けられており、詳細は「通知」
部分に記載されている。

（例外規定、準用規定を含む）

診療行為を実施していても、算定要件を満たしていない場合、
保険請求は認められない。

算定要件の例
・～を診療録に記載する。
・～の写しを診療録に添付する。
・～を実施した場合に算定する。
・～１回に限り算定する。
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歯科診療報酬点数表の解釈

歯科点数表について

特掲診療料に掲げていない簡単な診療行為、口腔軟組織の処置、単純な外科後処置等
を、全て初診、再診または入院時の基本診療料として一括評価

基本診療料として一括して評価することが妥当でない診療行為の費用を、個別に評価

第１章 基本診療料と第２章 特掲診療料のそれぞれの算定方法によって定められた点
数を合算した点数

歯科点数表の構成

第１章 基本診療料

第２章 特掲診療料

診療報酬
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歯科診療報酬点数表の解釈

歯科点数表の構成

第１部 初・再診料

第２部 入院料等

第１章 基本診療料

第２章 特掲診療料

第１部 医学管理等 第８部 処置

第２部 在宅医療 第９部 手術

第３部 検査 第10部 麻酔

第４部 画像診断 第11部 放射線治療

第５部 投薬 第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第６部 注射 第13部 歯科矯正

第７部 リハビリテーション 第14部 病理診断

第３章 経過措置

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨
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歯科診療報酬点数表の解釈

基本診療料

① 基本診療料

歯科点数表の解釈
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歯科診療報酬点数表の解釈

基本診療料 初再診料等のポイント

自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険
医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。

→定期歯科検診、メインテナンスの取扱い時に注意

○ 患者が任意に診療を中止し１月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受
ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診
として取り扱う。

○ 歯科疾患管理料を算定し、継続的な管理を行っていた患者が任意に診療を中止した後、2月
を経過している場合は、初診料を算定して差し支えない。

ただし、

・欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで１月以上経過した場合、

・歯周病等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続し
ている場合は、初診として取り扱わない。

医者-患者関係が継続している状態での初診料の算定はできない

歯冠修復又は欠損補綴において、一連の行為のために同一日に２回以上の再診を行った場合の再
診料は、1回の算定とする。

初診料

再診料
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歯科診療報酬点数表の解釈

基本診療料 初診料の注１

• 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・

滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。

• 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を講じていること。

• 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を４年に１回以上、定期的に受講している常勤

の歯科医師が１名以上配置されていること。

• 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院

内研修等を実施していること。

• 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っ

ていること。

• 年に１回、院内感染対策の実施状況について、地方厚生（支）局長に報告していること。

初診料の注１に規定する施設基準 （通知）
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歯科診療報酬点数表の解釈

基本診療料 歯科診療特別対応加算

• 著しく歯科診療が困難な者に対して初･再診を行った場合に加算

◆ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態

◆ 知的発達障害等により開口保持できない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得ら
れない状態

◆ 重症の喘息患者等で頻繁に治療の中断が必要な状態

◆ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、歯科診療に
際して家族等の援助を必要とする状態

◆ 又はこれらに準ずる状態にある者

例： 障害者手帳交付者 ≠ 歯科診療特別対応加算を算定する患者

• 当該加算を算定した日の患者の状態を診療録に記載

• 患者の状態が「著しく歯科診療が困難な者」に該当していない診療日は算定できない

→初診等で同加算を算定したから以降の再診でも自動的に加算するのではなく、診療の都度、
該当性を評価する

歯科診療特別対応加算
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歯科診療報酬点数表の解釈

基本診療料 入院基本料のポイント

入院基本料

• 基本的な入院医療の体制を総合的に評価

• 医療機関の機能に応じ、病棟類型別に入院基本料を設定

• 以下の５つの医療提供体制が、一定の基準に適合していない場合、入院基本料が算定で

きない。

◆ 入院診療計画の基準

◆ 院内感染防止対策の基準

◆ 医療安全管理体制の基準

◆ 褥瘡対策の基準

◆ 栄養管理体制の基準

※ 施設基準を歯科診療について適合する場合にあっては、必要に応じて、当該基準中「医師」とあるのは、

「歯科医師」と読み替えて適用するものとする。
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歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理

② 医学管理

歯科点数表の解釈
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歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理

医学管理等のポイント

• 医学管理等は目に見えない「技術」に対する評価である。

• 項目ごとに具体的な算定要件が定められている。

• 療養上適切な指導･管理等を行った上で、診療録等への記載が算定要件となっている。

• 保険請求の根拠となるべき医学管理の具体的内容や必要事項（指導内容などの要点）

を記載する。

• 患者に応じた内容となるよう、充実した記載が不可欠。

• 算定回数の制限や算定できない場合もある。

• 情報提供文書の交付が必要な場合もある。

• 病院等において、歯科医師自身が算定する旨を指示し、医事部門のみの判断で一律請

求を行わない。
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歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理料

医学管理料

• 歯科疾患管理料

• 小児口腔機能管理料

• 口腔機能管理料

• 歯科衛生実地指導料

• 歯科特定疾患療養管理料

• 悪性腫瘍特異物質治療管理料

• 診療情報提供料（Ⅰ）

• 診療情報連携共有料

• 薬剤情報提供料

• 新製有床義歯管理料

等
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歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理 歯科疾患管理料

歯科疾患管理料の診療録記載①

1. 管理計画作成時、又は変更時

① 管理計画について患者に説明した内容の要点

② 患者の歯科治療及び口腔管理を行う上で必要な事項等

⚫ 患者の基本状況

全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況、

喫煙状況を含む生活習慣の状況 等

⚫ 口腔の状態

歯科疾患、口腔衛生状態、口腔機能の状態 等

⚫ 必要に応じて実施した検査結果等の要点

⚫ 治療方針の概要

⚫ 歯科疾患の継続管理を行う上で必要となる情報 等
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歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理 歯科疾患管理料

歯科疾患管理料の診療録記載②

2. 初診時に歯周病の急性症状がある場合

歯周病に罹患している患者の管理を行う場合は歯周病検査の結果を踏まえた

管理計画を立案する。

初診時に歯周病の急性症状を呈する患者であって、歯周病検査の実施が困難

である場合は、急性症状寛解後の歯科疾患管理料算定時までに実施する。なお、

その場合は症状の要点を記載する。

3. 継続管理の場合 （再診時）

患者に対して、管理計画に基づく当該管理を行った場合は、その要点を記載

する。

管理計画に変更があった場合は、変更の内容を診療録に記載する。
84



歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理 歯科疾患管理料

歯科疾患管理料の診療録記載③

4. フッ化物洗口指導による指導管理に係る加算を算定する場合

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療

録に指示内容を記載する。

（イ） 洗口の方法（薬液の量やうがいの方法）及び頻度

（ロ） 洗口に関する注意事項

（ハ） 薬液の取り扱い及びその保管方法

5. 文書提供加算を算定する場合

文書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合は、その要点を記載する。
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歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理 歯科疾患管理料

歯科疾患管理料の診療録記載④

6. かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所であってエナメル質初期う蝕管理加

算を算定する場合

エナメル質初期う蝕に対する管理について、説明した内容の要点を記載する。

7. 長期管理加算を算定する場合

歯科疾患の重症化予防に資する長期にわたる継続的な口腔管理等を評価した

ものをいう。当該加算を初めて算定する場合にあっては、当該患者の治療経過

及び口腔の状態を踏まえ、今後の口腔管理に当たって特に留意すべき事項を患

者等に説明し、診療録には、説明した内容の要点を記載する。
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歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理 小児口腔機能管理料・口腔機能管理料

小児口腔機能管理料・口腔機能管理料

小児口腔機能管理料・口腔機能管理料を算定する場合

• 口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係

る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。

（文書提供加算は算定できない。）

• 指導・管理内容を記載又は指導・管理に係る記録を文書により作成している

場合はその写しを添付する。 等
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歯科診療報酬点数表の解釈

在宅医療

③ 在宅医療

歯科点数表の解釈
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歯科診療報酬点数表の解釈

在宅医療 歯科訪問診療料

歯科訪問診療料

在宅等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な

患者を対象とし、療養中の当該患者の在宅等から屋外等への移動を伴わない屋内で次

のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。なお、急性症状の発症

時等に即応できるよう、切削器具の常時携行が必要。

➢ 患者の求めに応じたもの

➢ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療の必要が認められた患者であって、患

者の同意を得た場合

同一の建物に居住する患者数

1人
歯科訪問診療１

2人以上9人以下
歯科訪問診療２

10人以上
歯科訪問診療３

患者1人に
つき診療に
要した時間

20分
以上 【1,100 点】 【361点】 【185点】

20分
未満

【880点】 【253点】 【111点】
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歯科診療報酬点数表の解釈

在宅医療 特別の関係にある施設等への歯科訪問診療

歯科訪問診療料 特別の関係にある施設

① 保険医療機関が当該保険医療機関と「特別の関係」にある施設等に訪問して歯科診

療を行った場合は、歯科訪問診療料は算定できない。なお、この場合において、初

診料、再診料、特掲診療料を算定した場合においては、その旨をレセプトの摘要欄

に記載し、歯科訪問診療料を行ったものとして取り扱う（ただし、歯科訪問診療料

の加算で訪問診療料の算定が要件となっているものは除く。）

※歯科訪問診療を行ったものとして取り扱うので、訪問歯科衛生指導料等が算定できる。

② 「特別の関係にある施設等」に規定する「施設等」とは、養護老人ホーム、軽費老

人ホーム、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム等をいう。
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歯科診療報酬点数表の解釈

特別の関係

「特別の関係」とは

イ 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合

ロ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合

ハ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合

ニ 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の

役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超える場合

ホ イからニまでに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関が、

当該他の保険医療機関の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場

合に限る。)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（令４．３．４保医発0304第１号）（抄）
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歯科診療報酬点数表の解釈

在宅医療 歯科訪問診療の距離制限

16kmを超える歯科訪問診療

保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える歯科訪問診

療は、当該保険医療機関からの歯科訪問診療を必要とする絶対的な理由がある場合を除

いて、認められない。

絶対的な理由： 患家付近に他の歯科医師がいない、いても専門外である、旅行中

で不在である等やむを得ない場合

患家の希望 → 保険診療としては算定できないことから、患者負担とする。

半径16km

患医
※保険医療機関の所在地を中心とする半径１６キロメートルの
圏域の外側に患家が所在地する場合
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歯科診療報酬点数表の解釈

検査・画像診断

④ 検査・画像診断

歯科点数表の解釈
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歯科診療報酬点数表の解釈

検査・画像診断

検査･画像診断のポイント

⚫ 個々の患者の状況に応じ検査項目を適切に選択する。

⚫ 検査を行う根拠、結果、評価を診療録に記載する。

⚫ 画一的に多項目を一律に実施するような検査は不適切である。

療養担当規則 第21条一のホ

各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。

（例：術前のいわゆるセット検査）

⚫ 算定要件に留意すること。

単位（例：１口腔につき、１歯につき 等）、回数 等
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歯科診療報酬点数表の解釈

歯科画像診断管理加算

画像診断の留意点

⚫ 不注意による再撮影

エックス線写真撮影の際に失敗等により、再撮影をした場合は再撮影に要した費用

は算定できない。

⚫ 対象部位の撮影

片側性の顎関節症で健側を対照として撮影する場合は、診断料、撮影料とも健側の

撮影についても患側と同一部位の同時撮影を行った場合と同じ取扱いとする。

⚫ 全顎撮影

全顎撮影に複数日を要した場合であっても、一連の全顎撮影として算定する。

例 1日目７枚＋2日目3枚の撮影 → 複数日をまとめて 全顎撮影10枚法 と算定する。
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歯科診療報酬点数表の解釈

時間外緊急院内画像診断加算

時間外緊急院内画像診断加算

⚫ 保険医療機関において、診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の

患者に対して診療を行った際、歯科医師が緊急に画像診断を行う必要性を認め当該

保険医療機関に具備されている画像診断機器を用いて、画像撮影及び診断を実施し

た場合に限り算定する。

⚫ 緊急に画像診断を要する場合とは

直ちに何らかの処置･手術等が必要な患者であって

通常の診察のみでは的確な診断が下せず、なおかつ

通常の画像診断が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような

重篤な場合
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歯科診療報酬点数表の解釈

投薬・注射

⑤ 投薬・注射

歯科点数表の解釈
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歯科診療報酬点数表の解釈

投薬･注射

投薬･注射のポイント

⚫ 患者を診察することなく投薬、注射、処方箋の交付は認められない。

⚫ 原則、薬価基準に収載されている医薬品を、医薬品医療機器等法承認事項（効能・

効果、用法・用量、禁忌等）の範囲内で使用した場合に保険適用となる。

⚫ 抗生剤等は、抗菌スペクトルを十分に考慮し、適宜薬剤感受性検査を行い、漫然と

投与することのないよう注意する。

歯科医師法第20条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方
せんを交付してはならない。

療養担当規則第21条ニのイ 投薬は、必要があると認められる場合に行う。
ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて

投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。

無診察治療等の禁止

歯科診療の具体的方針 投薬
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歯科診療報酬点数表の解釈

投薬･注射

不適切な投薬・注射

⚫ 禁忌 疾病・症状に対する禁忌、配合の禁忌

⚫ 適応外 「適応病名」以外への薬剤投与

⚫ 過量 定められた投与量を超える投与

⚫ 用法外 定められた用法以外の投与法

⚫ 重複 同様の効果・効能および作用機序をもつ２剤以上の薬剤の同時投与

⚫ 多剤 同一の疾患・症状に対して作用機序の異なる薬剤を同時に多種類投与

⚫ 長期漫然 同一または同種の効果・効能をもつ薬剤の不必要な長期投与

⚫ 医科診療科において処方すべき医薬品
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歯科診療報酬点数表の解釈

投薬･注射 後発医薬品の使用の推進

後発医薬品の使用の推進

⚫ 保険薬局における後発医薬品の在庫管理の負担軽減 → 一般名処方の推進

後発品のある全ての医薬品を一般名で記載した処方箋を交付した場合は、処方箋の交付

１回につき７点、１品目でも一般名処方が含まれている場合は５点を加算する。

療養担当規則第21条二のニ 投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、
患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬
品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。

一般名処方加算

歯科診療の具体的方針 投薬
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歯科診療報酬点数表の解釈

投薬･注射 処方箋の記載

処方箋の記載

保険薬剤師は、（中略）当該処方箋を発行した保険医等が
後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、
後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。
この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤する
よう努めなければならない。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第８条第３項

【歯科医師】

個々の処方薬について、後発医薬品への変更に問

題があると判断した場合には、「変更不可」欄に

「✔」又は「×」と記載し、「保険医署名」欄に、

署名又は記名・押印
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歯科診療報酬点数表の解釈

処置

⑥ 処置

歯科点数表の解釈
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歯科診療報酬点数表の解釈

処置

⚫ 歯周病治療
• 「歯周病の治療に関する基本的な考え方」（令和２年３月 日本歯科医学会）を参照し、

歯科医学的に妥当適切な歯周治療を行う。

• 歯周病検査、画像診断の結果が診断、治療に十分活用されず、診断、治療方針、治癒の判
断及び治療計画の修正等の根拠が不明確である。

⚫ 機械的歯面清掃処置
• 歯科衛生士が機械的歯面清掃処置を行った場合に、当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載

していない。

⚫ う蝕処置
• 算定部位ごとに処置内容等を診療録に記載していない。

⚫ 加圧根管充填処置
• 適切な加圧根管充填を行っていない。

等

「処置」における過去の指摘事項
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歯科診療報酬点数表の解釈

処置

算定要件の具体例

I014 暫間固定
エナメルボンドシステムにより暫間固定を行った場合の除去料は別に算定できない。
（外傷性の歯の脱臼の暫間固定を除く）

診療報酬の算定にあたっては、歯科点数表に記載されている要件を満たす必要がある。

I019 歯冠修復物又は補綴物の除去
「３ 著しく困難なもの」の「著しく困難なもの」とは、チタン冠、レジン前装チタン冠
若しくはメタルコア又は支台築造用レジンを含むファイバーポストであって歯根の長さ
の３分の１以上のポストを有するものをいう。

I022 有床義歯床下粘膜調整処置
旧義歯が不適合で床裏装や再製が必要とされる場合に、床裏装や再製に着手した日より
前において、有床義歯床下粘膜異常に対してそれを調整するために、旧義歯を調整しな
がら、粘膜調整材を用いて有床義歯床下粘膜調整を行った場合は、当該義歯の調整を含
めて、１顎１回につき算定する。
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歯科診療報酬点数表の解釈

処置 歯周病重症化予防治療

歯周病重症化予防治療

【I011－2－3 歯周病重症化予防治療】

１ １歯以上10歯未満 150点

２ 10歯以上20歯未満 200点

３ 20歯以上 300点

• ２回目以降の歯周病検査の結果、歯周ポケットが４ミリメートル未満の患者に対する

処置等を評価したものをいう。

• 歯周病重症化予防治療の対象となる患者とは、部分的な歯肉の炎症又はプロービング

時の出血が認められる状態のものをいう。

• 歯周病重症化予防治療は、その開始に当たって、当該検査結果の要点や歯周病重症化

予防治療の治療方針等について管理計画書を作成し、文書により患者又はその家族等

に提供し、当該文書の写しを診療録に添付した場合算定する。
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歯科診療報酬点数表の解釈

手術

⑦ 手術

歯科点数表の解釈
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歯科診療報酬点数表の解釈

手術 複数手術の算定方法

複数手術の算定方法①

原則として、同一の手術野、同一の病巣に２以上の手術を同時に実施した場合は、主たる手術

の所定点数のみにより算定する。（通則13）

この部（第9部手術）における「主たる手術」とは、所定点数及び注による加算点数
を合算した点数の高い手術をいう。

第9部手術（診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

（令４．３．４保医発 0 3 0４第１号）

「通則13」の同一手術野又は同一病巣の算定は、医科点数表の例により算定する。ただし、区

分番号J000に掲げる抜歯手術から区分番号J004-3に掲げる歯の移植手術を単独で行う場合に

ついては、個々の区分により規定する算定単位に応じて算定を行うものとする。

J000 抜歯手術 J004 歯根端切除手術

J001 ヘミセクション J004-2 歯の再植術

J002 抜歯窩再搔爬手術 J004-3 歯の移植手術

J003 歯根嚢胞摘出手術

これらの手術について、

単独で行った場合は

実施した歯数に応じて

算定できる取り扱い
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歯科診療報酬点数表の解釈

手術 複数手術の算定方法

複数手術の算定方法②

「複数手術に係る費用の特例」（厚生労働省告示）において、複数の手術料を算定

可能な場合が示されている。

主たる手術の点数

従たる手術の点数

（１００分の５０）

※主たる手術・・・加算等を合算して点数の高い手術

手術料 ＝ ＋

例）顎骨腫瘍摘出手術(歯根囊胞を除く。)(長径３センチメートル未満；2,820点)と

抜歯手術(埋伏歯；1,080点)

手術料＝2,820点＋1/2(1,080点)＝2,820点＋540点＝3,360点
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歯科診療報酬点数表の解釈

手術 複数手術の算定方法

複数手術の算定方法③ 「複数手術に係る費用の特例」

（令和４年３月厚生労働省告示第７４号）別表第３

J091　　皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 その他の手術

J099-2　抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入

用植込型カテーテル設置

J100-2　中心静脈注射用植込型カテーテル設置

J003　　歯根嚢胞摘出手術 J044　　歯根端切除手術（１歯につき）

J043　　顎骨腫瘍摘出術（歯根嚢胞を除く。） J000　　抜歯手術（１歯につき）

J043　　顎骨腫瘍摘出術（歯根嚢胞を除く。）（顎骨

嚢胞を摘出した場合に限る。）

J004　　歯根端切除手術（１歯につき）

J066　　歯槽骨骨折観血的整復術 J004-2　歯の再植術

J068　　上顎骨折観血的手術

J072　　下顎骨折観血的手術

J075　　下顎骨形成術　１　おとがい形成の場合 J075　　下顎骨形成術　２　短縮又は伸長の場合

J101-2　神経再生誘導術 J040　　下顎骨部分切除術

J041　　下顎骨離断術

J042　　下顎骨悪性腫瘍手術
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歯科診療報酬点数表の解釈

歯冠修復及び欠損補綴

⑧ 歯冠修復及び欠損補綴

歯科点数表の解釈
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歯科診療報酬点数表の解釈

歯冠修復及び欠損補綴

歯冠修復及び欠損補綴のポイント

M000 補綴時診断料

⚫ 製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等についての要点を
診療録に記載する。

⚫ 「１ 補綴時診断（新製の場合）」を算定後、当該有床義歯に対して、新たに人工歯
及び義歯床を追加した場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して
３月以内は補綴時診断料を算定できない。

M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料

⚫ 対象となる補綴物ごとに、クラウン・ブリッジ維持管理料の趣旨、補綴部位、装着日、
保険医療機関名等を記載した文書を提供する。また、患者に提供した文書の写しを診
療録に添付する。

⚫ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対する非金属歯冠修復、ＣＡ
Ｄ／ＣＡＭ冠及び高強度硬質レジンブリッジは対象としない。
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歯科診療報酬点数表の解釈

歯冠修復及び欠損補綴 保険適用の歯科材料の使用

保険適用の歯科材料の使用

1. 保険診療では厚生労働大臣の定める医薬品以外は用いてはならない。

（療養担当規則第19条第1項）

2. 保険診療では厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠損補

綴において使用してはならない。

（療養担当規則第19条第2項)

療養担当規則 使用医薬品および歯科材料
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歯科診療報酬点数表の解釈

歯科矯正

⑨ 歯科矯正

歯科点数表の解釈
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歯科診療報酬点数表の解釈

歯科矯正 保険診療の対象

保険診療の対象

⚫ 厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関において行う厚生労働

大臣が定める疾患に起因した咬合異常、前歯及び小臼歯のうち３歯以上の永久歯萌出

不全に起因した咬合異常（埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。）

⚫ 厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関において行う顎変形症

（顎離断等の手術を必要とするものに限る。）の手術の前後における療養

114



歯科診療報酬点数表の解釈

参考 歯科診療に関する基本的な考え方

⚫ 歯周病の治療に関する基本的な考え方 (令和２年３月 日本歯科医学会)

⚫ 口腔機能低下症に関する基本的な考え方 (令和２年３月 日本歯科医学会)

⚫ 口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方 (令和２年３月 日本歯科医学会)

⚫ 筋電計による歯ぎしり検査実施に当たっての基本的な考え方 (令和２年３月 日本歯科医学会)

⚫ レーザー応用による再発性アフタ性口内炎治療に関する基本的な考え方 (平成30年３月 日本歯科医学会)

⚫ 精密触覚機能検査の基本的な考え方 (平成30年３月 日本歯科医学会)

⚫ 高強度コンポジットレジンブリッジの診療に対する基本的な考え方 (平成30年３月 日本歯科医学会)

⚫ ブリッジの考え方2007 (平成19年11月 日本歯科医学会)

⚫ 有床義歯の管理について (平成19年11月 日本歯科医学会)

⚫ 間接法を用いた軟質裏装材による下顎総義歯の裏装の診療指針 (平成28年３月 日本歯科医学会)

⚫ 「エナメル質初期う蝕」に関する基本的な考え方 (平成28年３月 日本歯科医学会)

⚫ 筋電図計による歯ぎしり検査実施に当たっての基本的な考え方 (令和２年３月 日本歯科医学会)

⚫ 磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方 (令和３年８月 日本歯科医学会)

⚫ 口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方 (令和４年３月 日本歯科医学会)

※ 歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン （平成21年 日本歯科麻酔学会、監修：日本歯科医学会）

日本歯科医学会 Webページに掲載
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歯科診療報酬点数表の解釈

保険外併用療養費制度について

保険外併用療養費制度

⚫ 一連の診療について、保険診療と保険外診療との併用は、原則として禁止

⚫ 医学の進歩や患者のニーズの多様化に対応し、患者が追加費用を負担することにより、

保険外の新しい高度医療技術や追加的な医療サービスを受けられるよう、保険外併用

療養費制度として「評価療養」、「患者申出療養」及び「選定療養」を制度化

基礎的部分

（保険外併用療養費として医療保険で給付）

上乗せ部分

患者から料金徴収
（自由料金）

保険外併用療養費制度の仕組み
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歯科診療報酬点数表の解釈

保険外併用療養費制度について

保険外併用療養①

評価療養（保険導入のための評価を行うもの）

• 先進医療

• 医薬品の治験に係る診療

• 医療機器の治験に係る診療

• 再生医療等製品の治験に係る診療

• 医薬品医療機器等法承認後で保険収載前の医薬品の使用

• 医薬品医療機器等法承認後で保険収載前の医療機器の使用

• 医薬品医療機器等法承認後で保険収載前の再生医療等製品の使用

• 適応外の医薬品の使用

• 適応外の医療機器の使用
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歯科診療報酬点数表の解釈

保険外併用療養費制度について

保険外併用療養②

患者申出療養（保険導入のための評価を行うもの）
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歯科診療報酬点数表の解釈

保険外併用療養費制度等について

保険外併用療養③

選定療養（保険導入を前提としないもの）

• 特別の療養環境

• 予約診察

• 時間外診察

• 大病院の初診

• 大病院の再診

• 制限回数を超える医療行為

• 180日を超える入院

• 前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金

• 金属床による総義歯

• う蝕に罹患している患者の指導管理

• 多焦点眼内レンズの支給

日常生活上のサービス、公的保険給付とは関係の無い文書料、実費徴収可能と明記されている費用

医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対する者ではないもの、その他

療養の給付と直接関係ないサービス等
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診療報酬の算定方法等に係る照会方法について



診療報酬の算定方法等に係る照会方法につい て

⚫診療報酬の算定や施設基準の要件等に疑義が生じた場合は、

北海道厚生局ホームページ内にある、

診療（調剤）報酬関係疑義照会フォーム にて照会してください。
※ 当該フォームにはPDFファイル等の資料を添付することができません

（情報セキュリティの都合上、ファイルストレージサービスを利用し、そのURLを貼り付
けることもお控えください。）

※ 添付資料がある場合、診療（調剤）報酬関係質問票を郵送してください。

⚫※以下は添付資料がある場合の照会方法です。

＜質問票の提出方法＞

下記の所定様式の「質問票」に内容を記載のうえ、

北海道厚生局医療課へ郵送してください。

提出先： 〒060-0807 札幌市北区北7条西2丁目15－1

野村不動産札幌ビル2階 北海道厚生局医療課 宛

＜留意事項＞
• 添付資料がない場合は、診療（調剤）報酬関係疑義照会フォームをご利用ください。
• 1枚の質問票につき、質問は1問のみとしてください。
• 参考となる資料等がございましたら質問票に添付願います。
• 「質問票」の受付は、保険医療機関・保険薬局、訪問看護ステーションに限定させていただきます。
• 質問に対する回答は内容を精査後、順次行って参りますが、特に診療報酬改定等の直前・直後の時期にご質問
が集中すること、また、ご質問の内容によっては各関係機関との調整が必要な場合があること等から、回答までに
相当の期間を要することがありますことを予めご了承願います。
• 照会いただきましたご質問に対しては、個別に口頭にて回答させていただきます。
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診療報酬の算定方法等に係る照会方法について
～診療報酬関係疑義照会フォームの掲載場所 ～

122



診療（調剤）報酬の算定方法等に係る照会方法について
～診療（調剤）報酬関係疑義照会フォーム～
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医療保険制度の維持のために

保険診療とは、

保険者と保険医療機関との間の

公法上の契約

今後も、患者（国民）に対し、

適切な医療を的確に提供するためには、

適正な制度運用が不可欠
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